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感染予防策の評価で外来や在宅医療に５点の加算 ～臨時的取り扱い

※厚生労働省の事務連絡(2021年2月26日)｢新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)｣
(https://www.mhlw.go.jp/content/000746419.pdf)に基づいて、医療総研(株)加工・作成。

《背景》　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者の診療について、特に手厚

い感染症対策が求められることを勘案し、対策を講じた場合、外来診療や訪問診療など

の点数に1回あたり5点を加算できるという診療報酬上の臨時的な取り扱いが示された。

《解説》　この臨時的な取り扱いは、4月から9月までの診療分とされています。特に必要

な感染予防策を講じた上で診療を行い、診察料などを算定する場合、再診料の時間

外対応加算１に相当する点数(5点)をさらに算定できるとされました(下記概要イメージ)。

なお、小児の外来診療については別途、臨時的な加算の仕組みがあります。

初診料

再診料(電話等による再診を除く)

地域包括診療料

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)

在宅患者訪問看護・指導料

同一建物居住者訪問看護・指導料

精神科訪問看護・指導料 ―など

 １回あたり５点を加算
（医科外来等感染症対策実施加算）

＋

※再診料の時間外対応加算1（5点）
に相当する点数。

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、
感染防止等に留意した対応を行う。

●状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行うなど、感染防止に十分
配慮して患者への診療を実施する。
●新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行う。
●病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。

　　　特に必要な感染予防策

例

特に必要な感染予防策を講じた
上で診療を行った場合、


